
労使間のトラブル解決に向けた取り組み
～労働相談～

令和８年３月２５日（水）
福岡県福祉労働部労働局労働政策課



１ 福岡県の労働相談
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◆職場の労働トラブル解決をサポート

【労働相談】
労働者・使用者双方から解雇やいじめなどの労働に関す
る相談をお受けし、 情報提供や助言により自主的な解
決を支援。通常の労働相談のほか、年4回特別労働相
談会を実施

【あ っ せ ん】
労働相談だけでは自主的な解決が図られない場合は、
労働者支援事務所（職員又は労働委員会委員）が
両者の間に立って意見の調整を図るあっせんを実施。

～ 福岡県労働者支援事務所（福岡・北九州・筑後・筑豊）では、労働相談・あっせんを行っています ～

労使間で
自主交渉

あっせん
（専門的知見を要する事案

は労働委員会委員による
あっせんを行います）

労働者支援事務所による労働相談・あっせんの流れ

労働トラブル

労働相談

解決　又は　不調
他機関
紹介

不調の場合電話・来所による通常労働相談

開庁日の８:３０～１７:１５

夜間電話相談（当番事務所）

毎週水曜日１７:１５～２０:００（祝日の場合は翌日）

メールによる相談受付

メール相談受付後に電話等により回答

相談受付方法

労働者・求職者事業者
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北九州労働者支援事務所管内

筑豊労働者支援事務所管内

福岡労働者支援事務所管内

筑後労働者支援事務所管内

福岡 労働者支援事務所

（福岡市中央区赤坂）

０９２－７３５－６１４９

北九州 労働者支援事務所

（北九州市小倉北区浅野）

０９３－９６７－３９４５

筑後 労働者支援事務所

（久留米市合川町）

０９４２ー３０－１０３４

筑豊 労働者支援事務所

（飯塚市新立岩）

０９４８－２２－１１４９

◆労働相談窓口はこちら
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２ 福岡県の労働相談の状況
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内容 件数 割合 内容 件数 割合 内容 件数 割合

1 職場の人間関係 1,144 15.5 職場の人間関係 1,410 19.4 職場の人間関係 1,088 16.9

2 賃金 767 10.4 賃金 780 10.7 解雇・退職勧奨 819 12.7

3 労働保険 696 9.4 解雇・退職勧奨 728 10.0 賃金 642 10.0

4 退職・退職金 657 8.9 労働保険 675 9.3 労働保険 559 8.7

5 解雇・退職勧奨 613 8.3 退職・退職金 641 8.8 労働契約 505 7.8

6 休日･休暇 444 6.0 労働契約 504 6.9 退職・退職金 487 7.5

7 労働契約 407 5.5 休日･休暇 401 5.5 休日･休暇 410 6.4

8 労働時間 231 3.1 労働時間 234 3.2 労働時間 263 4.1

9 就業規則 138 1.9 就業規則 127 1.7 就業規則 163 2.5

10 配置転換 84 1.1 セクハラ 98 1.3 安全衛生 85 1.3

6年度5年度
順位

4年度

【相談件数の推移】

◆福岡県の労働相談の状況

【相談内容の上位１０位】
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27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
件数 10,667 10,093 10,757 9,426 10,611 9,664 8,013 7,371 7,264 6,451

対前年度比
（％）

▲7.5 ▲ 5.4 6.6 ▲ 12.4 12.6 ▲ 8.9 ▲ 17.1 ▲ 8.0 ▲ 1.5 ▲ 11.2



・ 相談者は、経理事務のパート社員として採用され、その後正社員へ
登用された。

・ 正社員として2年経過した頃、上司から営業事務への担当変更を命
じられた。

・ 新任者への引継書作成が進まず、また、通常業務にミスが増えたこと
により、上司からの叱責が続いた。

・ 上司からの叱責で体調不良が続き、就業困難となった。退職届を出
したが、認めてもらえそうになく、手続きが進まず困っている。

・上司の叱責はパワハラなのか?
・退職できないのか?

※福岡県労働者支援事務所あっせん解決事例より

◆労働相談事例
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・ 会社は、上司による相談者への叱責は、業務上必要な範囲の指導であ
り、パワーハラスメントに当たらないとの認識を示した。

・ しかし、相談者は体調不良のため休んでおり、指導方法について、雇用
管理上の配慮が必要であったことは認めた。

・ あっせんを実施し、相談者の退職意思が固いことを確認。

・ 会社は、相談者の要求どおり退職手続を進めることに合意し、解決した。

○ 労働相談における「あっせん」は、解決に向けた話し合いによる合
意をめざすものです。
○ 調整にあたって、労使双方からの歩みよりを求めることになります。

◆労働相談事例
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３ パワーハラスメントとは
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◆職場におけるパワーハラスメントとは
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◆パワーハラスメントの代表的な言動の６類型
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◆該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例
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◆該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例
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４ セクシュアルハラスメントとは
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◆職場におけるセクシュアルハラスメントとは
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◆職場におけるセクシュアルハラスメントの内容
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◆職場におけるセクシュアルハラスメント 判断基準
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◆このほか、こんなハラスメントありませんか
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◆職場におけるハラスメント防止のために講ずべき措置
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ご清聴ありがとうございました
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